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一 般 会 計





平成３０年度曽於市の一般会計の予算は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ ２３，１３４，０００千円と定める。　

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表　債務

　負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償

　還の方法は，「第３表　地方債」による。

　（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２,０００,０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次の

　とおりと定める。

　(1) 各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同

　　一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成３０年２月１６日　提出
曽於市長　  五 位 塚　  剛

平成３０年度曽於市一般会計予算
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 市税 3,110,302

1 市民税 1,104,684

2 固定資産税 1,653,240

3 軽自動車税 160,740

4 市たばこ税 191,638

2 地方譲与税 233,700

1 地方揮発油譲与税 66,400

2 自動車重量譲与税 167,300

3 利子割交付金 2,200

1 利子割交付金 2,200

4 配当割交付金 3,900

1 配当割交付金 3,900

5 株式等譲渡所得割交付金 2,100

1 株式等譲渡所得割交付金 2,100

6 地方消費税交付金 558,300

1 地方消費税交付金 558,300

7 自動車取得税交付金 35,000

1 自動車取得税交付金 35,000

8 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,300

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,300

9 地方特例交付金 10,000

1 減収補てん特例交付金 10,000

10 地方交付税 8,049,000

1 地方交付税 8,049,000

11 交通安全対策特別交付金 5,500

1 交通安全対策特別交付金 5,500
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（単位：千円）

款 項 金                   額

12 分担金及び負担金 190,303

1 分担金 9,200

2 負担金 181,103

13 使用料及び手数料 299,377

1 使用料 258,744

2 手数料 40,633

14 国庫支出金 2,705,632

1 国庫負担金 2,053,267

2 国庫補助金 644,144

3 委託金 8,221

15 県支出金 1,491,600

1 県負担金 952,974

2 県補助金 474,752

3 委託金 63,874

16 財産収入 222,216

1 財産運用収入 14,803

2 財産売払収入 207,413

17 寄附金 1,005,003

1 寄附金 1,005,003

18 繰入金 2,193,753

1 基金繰入金 2,193,750

2 他会計繰入金 3

19 繰越金 50,000

1 繰越金 50,000

20 諸収入 256,214

1 延滞金加算金及び過料 2,436
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（単位：千円）

款 項 金                   額

2 預金利子 592

3 受託事業収入 3,766

4 雑入 249,420

21 市債 2,707,600

1 市債 2,707,600

歳               入               合               計 23,134,000
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 議会費 192,597

1 議会費 192,597

2 総務費 1,924,545

1 総務管理費 1,522,164

2 徴税費 223,622

3 戸籍住民基本台帳費 116,035

4 選挙費 33,625

5 統計調査費 6,113

6 監査委員費 22,986

3 民生費 7,263,978

1 社会福祉費 4,265,984

2 児童福祉費 2,315,669

3 生活保護費 680,972

4 災害救助費 1,353

4 衛生費 2,024,475

1 保健衛生費 636,087

2 清掃費 1,388,388

6 農林水産業費 2,109,686

1 農業費 1,955,317

2 林業費 154,369

7 商工費 2,169,422

1 商工費 2,169,422

8 土木費 1,942,378

1 土木管理費 124,648

2 道路橋梁費 1,102,687

3 河川費 42,181
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（単位：千円）

款 項 金                   額

4 都市計画費 158,364

5 下水道費 126,166

6 住宅費 388,332

9 消防費 802,681

1 消防費 802,681

10 教育費 1,448,334

1 教育総務費 525,512

2 小学校費 278,067

3 中学校費 138,012

4 幼稚園費 10,158

5 社会教育費 360,810

6 保健体育費 135,775

11 災害復旧費 29,993

1 農林水産施設災害復旧費 20,717

2 公共土木施設災害復旧費 9,276

12 公債費 3,195,911

1 公債費 3,195,911

13 予備費 30,000

1 予備費 30,000

歳               出               合               計 23,134,000
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第２表　債務負担行為

事　　　　　　項

固定資産税評価替業務委託 平成３１年度から 平成３２年度まで 14,840

商工業者の設備投資資金に対する利子補給 平成３１年度から 平成３２年度まで 1,600

商工業者の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 平成３１年度から 平成３２年度まで 3,840

土地改良施設維持管理適正化事業（猫塚地区） 平成３１年度から 平成３４年度まで 2,263

土地改良施設維持管理適正化事業（飯田地区） 平成３１年度から 平成３４年度まで 1,357

学校施設等長寿命化計画策定業務委託 6,124

限　　　　度　　　　額　

（単位：千円）

期　　　　　間

平成３１年度
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第３表　地方債

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

まちづくり基金造成事業 51,000
証書借入

又は
証券発行

　5.0％以内（ただし，利率見直し
方式で借入れる政府資金及び地方
公共団体金融機構資金等につい
て，利率の見直しを行った後にお
いては，当該見直し後の利率）

　政府資金については，その融資条件
により，銀行その他の場合には，その
債権者と協定するものによる。ただ
し，市財政の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し，又は繰上償還もし
くは低利に借換えすることができる。

定住促進対策事業 43,300 〃 〃 〃

過疎地域自立促進基金造成事業 100,000 〃 〃 〃

庁舎耐震改修事業 3,900 〃 〃 〃

高齢者福祉事業 57,000 〃 〃 〃

少子化対策事業 57,700 〃 〃 〃

医療センター負担金 30,800 〃 〃 〃

クリーンセンター施設整備事業 490,600 〃 〃 〃

県営シラス対策事業負担金 5,700 〃 〃 〃

県営畑地帯総合整備事業負担金 266,400 〃 〃 〃

県営中山間地域総合整備事業負担金 5,700 〃 〃 〃

県営農村振興総合整備事業負担金 23,200 〃 〃 〃
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

農業後継者等育成対策事業 12,200
証書借入

又は
証券発行

　5.0％以内（ただし，利率見直し
方式で借入れる政府資金及び地方
公共団体金融機構資金等につい
て，利率の見直しを行った後にお
いては，当該見直し後の利率）

　政府資金については，その融資条件
により，銀行その他の場合には，その
債権者と協定するものによる。ただ
し，市財政の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し，又は繰上償還もし
くは低利に借換えすることができる。

県営かんがい排水事業負担金 6,000 〃 〃 〃

県営農地整備事業（畑地帯担い手支援型）負担金 31,200 〃 〃 〃

県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業負担金 18,400 〃 〃 〃

道路改良整備事業 585,000 〃 〃 〃

排水路整備事業 122,100 〃 〃 〃

地域振興住宅建設事業 90,400 〃 〃 〃

消防防災施設整備事業 106,100 〃 〃 〃

消防車両導入事業 36,200 〃 〃 〃

臨時財政対策債 540,000 〃 〃 〃

小学校施設整備事業 24,700 〃 〃 〃
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国 民 健 康 保 険 特 別 会 計





 

平成３０年度曽於市国民健康保険特別会計予算 

 

 平成３０年度曽於市の国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５，４８６，２９１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５００，０００千円と定める。 

 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合 

は，次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

 

          平成３０年２月１６日 提出 

 

 

                                曽於市長  五 位 塚  剛 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 国民健康保険税 802,469

1 国民健康保険税 802,469

2 使用料及び手数料 110

1 手数料 110

4 県支出金 4,037,736

1 県補助金 4,037,736

5 財産収入 1

1 財産運用収入 1

6 繰入金 592,485

1 他会計繰入金 592,485

7 繰越金 51,397

1 繰越金 51,397

8 諸収入 2,093

1 延滞金・加算金及び過料 13

2 預金利子 1

3 雑入 2,079

歳               入               合               計 5,486,291
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 総務費 57,576

1 総務管理費 54,823

2 徴収費 2,437

3 運営協議会費 316

2 保険給付費 3,994,811

1 療養諸費 3,438,609

2 高額療養費 537,093

3 移送費 300

4 出産育児諸費 16,809

5 葬祭諸費 2,000

3 国民健康保険事業費納付金 1,349,350

1 医療費給付費分 977,343

2 後期高齢者支援金等分 265,918

3 介護納付金分 106,089

4 共同事業拠出金 3

1 共同事業拠出金 3

6 保健事業費 69,675

1 保健事業費 39,113

2 特定健康診査等事業費 30,562

8 公債費 770

1 公債費 770

9 諸支出金 4,106

1 償還金及び還付加算金 4,106

10 予備費 10,000

1 予備費 10,000

歳               出               合               計 5,486,291
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後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計





 

平成３０年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 平成３０年度曽於市の後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５７６，２７７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          平成３０年２月１６日 提出 

 

 

                               曽於市長  五 位 塚  剛 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 後期高齢者医療保険料 320,400

1 後期高齢者医療保険料 320,400

2 使用料及び手数料 11

1 手数料 11

3 国庫支出金 453

1 国庫補助金 453

4 繰入金 253,899

1 一般会計繰入金 253,899

5 繰越金 1,001

1 繰越金 1,001

6 諸収入 513

1 延滞金及び加算金 1

2 償還金及び還付加算金 510

3 預金利子 1

4 雑入 1

歳               入               合               計 576,277
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 総務費 27,706

1 総務管理費 27,056

2 徴収費 650

2 後期高齢者医療広域連合納付金 548,059

1 後期高齢者医療広域連合納付金 548,059

3 諸支出金 512

1 償還金及び還付加算金 510

2 繰出金 2

歳               出               合               計 576,277
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介 護 保 険 特 別 会 計





 

平成３０年度曽於市介護保険特別会計予算 

 

 平成３０年度曽於市の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５，４８４，４６９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５００，０００千円と定める。 

 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合 

は，次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

 

          平成３０年２月１６日 提出 

 

 

                                曽於市長  五位塚 剛 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 保険料 793,624

1 介護保険料 793,624

2 使用料及び手数料 20

1 手数料 20

3 国庫支出金 1,561,106

1 国庫負担金 913,111

2 国庫補助金 647,995

4 支払基金交付金 1,400,003

1 支払基金交付金 1,400,003

5 県支出金 765,810

1 県負担金 723,763

2 県補助金 42,047

6 繰入金 937,302

1 一般会計繰入金 852,302

2 基金繰入金 85,000

7 繰越金 25,000

1 繰越金 25,000

8 諸収入 6

1 延滞金加算金及び過料 2

2 預金利子 1

3 雑入 3

9 分担金及び負担金 1,566

1 負担金 1,566

10 財産収入 32

1 財産運用収入 32

歳               入               合               計 5,484,469
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 総務費 171,225

1 総務管理費 109,312

2 徴収費 648

3 介護認定審査会費 61,265

2 保険給付費 5,036,538

1 介護サービス等諸費 4,390,524

2 介護予防サービス等諸費 179,704

3 その他諸費 4,620

4 高額介護サービス等費 139,500

5 高額医療合算介護サービス等費 21,250

6 特定入所者介護サービス等費 300,940

3 地域支援事業費 262,762

2 包括的支援事業・任意事業費 111,584

3 一般介護予防事業費 20,396

4 介護予防・生活支援サービス事業費 130,290

5 その他の諸費 492

4 基金積立金 33

1 基金積立金 33

5 公債費 538

1 公債費 538

6 諸支出金 6,052

1 償還金及び還付加算金 6,051

2 繰出金 1

7 予備費 7,321

1 予備費 7,321

歳               出               合               計 5,484,469
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公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計





 

平成３０年度曽於市公共下水道事業特別会計予算 

 

 平成３０年度曽於市の公共下水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１９６，１６２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額

は，「第２表 債務負担行為」による。 

 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利 

率及び償還の方法は，「第３表 地方債」による。 

 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００，０００千円と定める。 

 

 

 

          平成３０年２月１６日 提出 

 

 

                                曽於市長  五 位 塚  剛 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 分担金及び負担金 3,681

1 負担金 3,681

2 使用料及び手数料 41,613

1 使用料 41,612

2 手数料 1

3 国庫支出金 7,500

1 国庫補助金 7,500

4 繰入金 126,166

1 他会計繰入金 126,166

5 繰越金 1,800

1 繰越金 1,800

6 諸収入 2

1 預金利子 1

3 延滞金加算金及び過料 1

7 市債 15,400

1 市債 15,400

歳               入               合               計 196,162
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 公共下水道事業費 73,405

1 公共下水道事業費 73,405

2 公債費 122,057

1 公債費 122,057

3 予備費 700

1 予備費 700

歳               出               合               計 196,162
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第２表　債務負担行為

事　　　　　　項

公営企業移行支援業務委託 7,571

（単位：千円）

期　　　　　間 限　　　　度　　　　額　

平成３１年度
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利     率 償還の方法

公共下水道事業債    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    6,000
証書借入
又は

証券発行

　5.0％以内（ただし，利率見直し方式
で借入れる政府資金及び地方公共団体
金融機構資金等について，利率の見直
しを行った後においては，当該見直し
後の利率）

　政府資金については，その融資条件
により，銀行その他の場合には，その
債権者と協定するものによる。ただ
し，市財政の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し，又は繰上償還もし
くは低利に借換えすることができる。

資本費平準化債 7,100 〃 〃 〃

公営企業移行債 2,300 〃 〃 〃

第３表　地方債
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生 活 排 水 処 理 事 業 特 別 会 計





平成３０年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算 

 

 平成３０年度曽於市の生活排水処理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１１２，６７９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利 

率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。 

 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，４０，０００千円と定める。 

 

 

 

          平成３０年２月１６日 提出 

 

 

                                曽於市長  五 位 塚  剛 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 分担金及び負担金 6,612

1 分担金 6,611

2 負担金 1

2 使用料及び手数料 44,418

1 使用料 44,417

2 手数料 1

3 国庫支出金 15,417

1 国庫補助金 15,417

4 県支出金 1,152

1 県補助金 1,152

5 財産収入 3

1 財産運用収入 3

6 繰入金 22,074

1 他会計繰入金 22,074

7 繰越金 1

1 繰越金 1

8 諸収入 2

1 預金利子 1

3 延滞金加算金及び過料 1

9 市債 23,000

1 市債 23,000

歳               入               合               計 112,679
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 総務費 50,485

1 総務管理費 11,097

2 施設管理費 39,388

2 生活排水処理事業費 46,900

1 浄化槽市町村整備推進事業費 46,900

3 公債費 14,794

1 公債費 14,794

4 予備費 500

1 予備費 500

歳               出               合               計 112,679

-31-



第２表　地方債

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

下水道事業債 23,000
証書借入

又は
証券発行

　5.0％以内（ただし，利率見直し
方式で借入れる政府資金及び地方
公共団体金融機構資金等につい
て，利率の見直しを行った後にお
いては，当該見直し後の利率）

　政府資金については，その融資条件
により，銀行その他の場合には，その
債権者と協定するものによる。ただ
し，市財政の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し，又は繰上償還もし
くは低利に借換えすることができる。
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笠 木 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計





 

 

平成３０年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計予算 

 

 平成３０年度曽於市の笠木簡易水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１８，２０４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１０，０００千円と定める。 

 

 

 

          平成３０年２月１６日 提出 

 

 

                                曽於市長  五 位 塚  剛 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算

歳　入 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 分担金及び負担金 64

2 負担金 64

2 使用料及び手数料 11,226

1 手数料 10

2 使用料 11,216

3 繰入金 3,290

1 他会計繰入金 3,290

4 諸収入 2

1 預金利子 1

2 雑入 1

5 繰越金 3,622

1 繰越金 3,622

歳               入               合               計 18,204
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歳　出 （単位：千円）

款 項 金                   額

1 簡易水道事業費 14,413

1 簡易水道事業費 14,413

2 公債費 3,291

1 公債費 3,291

3 予備費 500

1 予備費 500

歳               出               合               計 18,204
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水 道 事 業 会 計





平 成 ３ ０ 年 度 曽 於 市 水 道 事 業 会 計 予 算

（総 則）

第１条 平成３０年度曽於市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

（１） 給 水 戸 数 １４，３５１戸

（２） 年 間 総 給 水 量 ３，７４１，２０７㎥

（３） １日平均給水量 １０，２５０㎥

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 水 道 事 業 収 益 ５７３，４２５千円

第１項 営 業 収 益 ４９８，３６２千円

第２項 営 業 外 収 益 ７５，０４９千円

第３項 特 別 利 益 １４千円

支 出

第１款 水 道 事 業 費 用 ５４２，６１４千円

第１項 営 業 費 用 ４９６，２２９千円

第２項 営 業 外 費 用 ３８，７６５千円

第３項 特 別 損 失 ６００千円

第４項 予 備 費 ７，０２０千円
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（資本的収入及び支出）

第 ４ 条 資本的収入及び資本的支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

１５０，５７０千円は過年度分損益勘定留保資金１３０，９４５千円，当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額１９，６２５千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １９９，３４４千円

第１項 企 業 債 １５０，０００千円

第２項 国 庫 補 助 金 ４９，３４４千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ３４９，９１４千円

第１項 建 設 改 良 費 ２６４，９３２千円

第２項 企業債償還金 ８４，９８２千円

（企業債）

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

水道事業債 150,000千 円 証書借入又は 5.0％ 以 内 政 府 資 金 に つ い て は ，

証券発行 （ た だ し ， 利 率 見 直 し 方 そ の 融 資 条 件 に よ り ，

式 で 借 入 れ る 政 府 資 金 及 び 銀 行 そ の 他 の 場 合 に は

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 そ の 債 権 者 と 協 定 す る

等 に つ い て は ， 利 率 の 見 直 も の に よ る 。 た だ し ，

し を 行 っ た 後 に お い て は ， 市 財 政 の 都 合 に よ り 据

当該見直し後の利率） 置 期 間 及 び 償 還 期 限 を

短 縮 し ， 又 は 繰 上 償 還

も し く は 低 利 に 借 換 え

することができる。
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（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は ,１ ５０，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費

をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 ７２，４３１千円

（他会計からの補助金）

第８条 営業補助のため，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は４１，０９５千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は，９０５千円と定める。

平成３０年２月１６日 提出

曽於市長 五 位 塚 剛
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